
令和 5 年 3 月 16 日 

 

 安芸高田市議会 

 議長 大下 正幸 様 

 

予算決算常任委員会   

委員長 石飛 慶久   

 

予算決算常任委員会審査報告書 

 

 本委員会は、本会議において付託された議案、並びに本委員会に提出のあった議

案第 35 号に対する修正案についてを審査した結果、次のとおり決定したので、会

議規則第 108 条の規定により報告します。 

 

１．付託案件の審査結果 

付託案件 件   名 審査結果 

議案第 35 号 令和 5 年度 安芸高田市一般会計予算 

修正案可決（修正案は

別紙のとおり） 

修正案を除く原案可決 

議案第 36 号 
令和 5 年度 安芸高田市国民健康保険特別会計予

算 
原案可決 

議案第 37 号 

令和 5 年度 安芸高田市後期高齢者医療特別会計

予算 
原案可決 

議案第 38 号 令和 5 年度 安芸高田市介護保険特別会計予算 原案可決 

議案第 39 号 

令和 5 年度 安芸高田市農業集落排水事業特別会

計予算 
原案可決 

議案第 40 号 

令和 5 年度 安芸高田市浄化槽整備事業特別会計

予算 
原案可決 

議案第 41 号 

令和 5 年度 安芸高田市コミュニティ・プラント整

備事業特別会計予算 
原案可決 

議案第 42 号 令和 5 年度 安芸高田市吉田財産区特別会計予算 原案可決 

議案第 43 号 令和 5 年度 安芸高田市中馬財産区特別会計予算 原案可決 

議案第 44 号 令和 5 年度 安芸高田市横田財産区特別会計予算 原案可決 

議案第 45 号 令和 5 年度 安芸高田市本郷財産区特別会計予算 原案可決 

議案第 46 号 令和 5 年度 安芸高田市北財産区特別会計予算 原案可決 



議案第 47 号 令和 5 年度 安芸高田市来原財産区特別会計予算 原案可決 

議案第 48 号 令和 5 年度 安芸高田市船佐財産区特別会計予算 原案可決 

議案第 49 号 令和 5 年度 安芸高田市川根財産区特別会計予算 原案可決 

議案第 50 号 令和 5 年度 安芸高田市下水道事業会計予算 原案可決 

 

２．審査の経過 

（1） 審査日程 令和 5 年 3 月 10 日（金）10：00～ 議場 

3 月 13 日（月）10：00～ 議場 

3 月 14 日（火）10：00～ 議場 

（2） 審査内容 別紙「予算決算常任委員会要点記録簿」のとおり 

 

 

 

 



（別紙） 

予算決算常任委員会要点記録簿 

 

令和 5 年 2 月 27 日付けで 本委員会に付託された、議案第 35 号から 議案第 50

号までの、16 議案並びに「議案第 35 号 令和 5 年度安芸高田市一般会計予算に対す

る修正案について」の審査結果を報告する。 

 3 月 10 日、13 日、14 日の 3 日間、委員会を開き、審査を行った。 

令和 5 年度当初予算は、主要事業が次の 5 項目、「教育の推進」、「福祉の充実」、

「生活基盤の整備」、「産業の振興」、「文化の発信」、に区分されており、一般会計

の予算規模は 200 億 3,900 万円で、前年度と比較して 2 億 3,013 万 8 千円の増であ

った。 

また、特別会計予算は、前年度と比較して 2 億 4,474 万 9 千円の増、下水道事業

会計は 1 億 5,251 万 6 千円の増、水道事業会計は、広島県水道広域連合企業団へ移

行するにあたり皆減であり、各会計の合計は、305 億 2,881 万 4 千円となり、前年

度と比較して、6 億 2,740 万 3 千円の増であった。 

審査を通じて出された、特徴的な質疑と答弁は、次のとおり。 

危機管理監の審査においては、委員より、「河川監視システム構築業務委託料に

ついて伺う。」との質疑があり、執行部より、「国・県が現在設置しているものを、

一元的に市民の皆さまに情報提供するシステムを構築するものである。」 

との答弁があった。 

 また、委員より、「どのようにして、いつ頃から見れるのか伺う。」との質疑があ

り、執行部より、「市のホームページや、公式ラインからも見ていただけるよう構

築し、6 月 1 日からの運用を目指している。」との答弁があった。 

企画部の審査においては、委員より、認定こども園基本構想作成業務委託料につ

いて、委託料の具体的内容や、基本構想作成のスケジュール、関係者との合意形成

や、基本構想の必要性、公園と保育園をセットにすること等について質疑があり、 

執行部より、「基本構想は、どういうものを求めるかというコンセプトをしっかり

作るものである。」「現在の保育園は災害の危険度が高いこと、保育園の移転と公園

を一体型として整備したいという方針である。」「候補地は幾つかあったが、検討の

結果、あそこしかないと選んでいる。」などの答弁があった。 

更に、審査過程の中で、どのように候補地選定をしたかの資料の提出を求め、後

日請求を受けるとともに、福祉保健部も出席し審査を行った。 

市民部の審査においては、委員より、「地域おこし協力隊配置事業において、ベ

トナム国籍の方のコミュニティを構築をすると説明があったが、その理由を伺う。」

との質疑があり、執行部より、「本市では 892 人の外国人が暮らしており、その 3

割がベトナム国籍の方である。この度、地域おこし協力隊員を採用し、ベトナムコ

ミュニティづくりの推進、相談窓口の対応、そして日本語教室などの生活のサポー

トを担ってもらいたいと考えている。」との答弁があった。 

産業部の審査においては、委員より、「有害鳥獣捕獲対策協議会補助金 3,400 万

円について、この度の予算でどのような対策が見込めるのか伺う。」との質疑があ

り、執行部より、「国費を活用した事業により、4 地区へ侵入防止柵の導入を考えて

いる。また、実施隊等が活用する箱わなの購入、そして、ICT を活用し捕獲檻の近

くにカメラを設置して、アプリを通して捕獲者、地域営農課、農地を守りたい地域

の方と情報共有することで、より一層捕獲が進むと考えており、このたび 6 台購入



し、今後増やしていきたい。」との答弁があった。 

また、委員より、「施政方針に、これまで実施したモデル地区での有害鳥獣対策

の成果を全市に展開する。とあるが、具体的に伺う。」との質疑があり、執行部よ

り、「これまで千日・上式敷地区を、モデル地区としてやってきた中で、捕獲方法

や獣の習性など学んできた。これを困っている地域の方からの相談等に活かし、「守

れる農地」を作っていきたいと考えている。」との答弁があった。 

また、委員より、「サッカー公園の改修について、2 億 8,000 万円の工事請負費が

計上されているが、この投資が将来的にどのように活き、また、交流人口をどのく

らい増やしていく見通しか伺う。」との質疑があり、執行部より、「サンフレッチェ

広島を応援し連携することで、安芸高田市の魅力発信や、訪れるきっかけを作りた

い。また、ユース生が怪我をしない環境とするために人工芝を張り替え、強いチー

ムになっていただきたいという願いもある。現在実施しているパブリックビューイ

ング等の取り組みを重ねながら、ファン層を増やしていきたいと考えている。」と

の答弁があった。 

また、委員より、「指定管理事業の中で、たかみや湯の森が 800 万円、土師ダム

サイクリングターミナルが 920 万円、神楽門前湯治村が 790 万円、北の関宿が 140

万円と指定管理料が減額となっているが、地域の経済活動、雇用関係、運営に影響

はないのか。減額の根拠について説明を求める。」との質疑があり、執行部より、「各

施設において事業ごとに細分化し、積み直しを行った結果、営利部門において、見

直しが必要な箇所が見つかった。その部分について指定管理者と協議を重ね、合意

形成を図り削減した。非営利部門については販売管理費から非営利部門の収入を控

除した額を指定管理料として計上している。すべての施設に言えることだが、指定

管理者には、運営面でのマンネリ化にならないよう短期的に経営状況を確認しなが

ら、継続的に協議・運営を進めていくこととしている。」との答弁があった。 

建設部の審査においては、委員より「老朽住宅解体除却補助金が、昨年に比べ大

幅に増加しているが説明を求める。」との質疑があり、執行部より、「現在、連携協

定した、解体シミュレーションサイトが好評で、空き家解体に大変関心が集まって

いる。この機会に、空き家解体の補助額を概ね 2 倍にし、それを 1 年間限定で対応

することにより、飛躍的に空き家解体を促したい考えからである。」との答弁があ

った。 

また、委員より、「水道事業費の負担金が令和 4 年と比較して、1 億 823 万 6 千円

増額である。要因について伺う。」との質疑があり、執行部より、「今まで水道事業

の予算では、3 条予算に基準外繰入金を入れていたが、今回、企業団の水道事業会

計の基準に基づいて行ったため、4 条予算の起債の償還が繰入金に充てられること

となった。また、安芸高田事務所に 7 名、本部に 2 名出向する人件費、これが増加

の要因と考えている。」との答弁があった。 

 福祉保健部における、国民健康保険特別会計予算の審査においては、委員より、

「7 億ある国保特別会計の財政調整基金から、約 5 億取り崩し一般会計に繰り入れ

るとの説明であったが、来年度以降に支障はないのか。」との質疑があり、執行部

より、「財政調整基金を一般会計に移行する背景には 3 つ要因がある。 

1 つ目は平成 30 年度から国保が県単位化となり、医療給付費が急激に上がっても、

必要な医療費はすべて県の普通交付金で賄っている。 

2 つ目は令和 6 年度に県統一の保険料率が定められ、市独自で軽減措置ができな

くなる。 



3 つ目は国保被保険者対象の検診や人間ドックは、県の特別交付金ですべて賄っ

ている。これらの要因により、今後基金の大きな支出はないと見込んでいる。」と

の答弁があった。 

 また、別添のとおり、「議案第 35 号 令和 5 年度 安芸高田市一般会計予算に対

する修正案」が提出され、審査を行った。 

 内容は、認定こども園基本構想作成業務委託料に係る予算 613 万 8 千円を削除す

るもので、理由として、当該事業は吉田保育所、みつや保育所、吉田幼稚園を統合

し、旧田んぼアート公園予定地に公園と一体型の認定こども園を整備するための基

本構想を作成するものである。 

 当該保育施設は土砂災害特別警戒区域にあり、老朽化も著しく、移転・新設は市

政の喫緊の課題であることは十分に認識しているが、その進め方は容認できるもの

ではない。 

具体的には、1 点目、保育所規模適正化推進計画では「原則として小学校区に 1

保育所を基本とする」とし、吉田小学校区内に配置する計画であった。原則が崩れ

ることについては一般質問で「今から整理が必要」と答弁があったが、整理をして

から事業を進めるべきである。でなければ全てがなし崩しになってしまう。 

2 点目、保育所規模適正化推進計画では「保護者や地域住民の理解を得ながら進

める」とあるが、昨年 11 月の記者会見で方針を発表してから 3 ヶ月半、この間、

保護者・地域住民への説明は行なっていない。「説明をするために基本構想をまと

める」と言われるが、現在地の危険性や学区内に適地がないこと、人を呼び込む拠

点としたいこと、など説明材料はある。緊急性のある案件であればこそ早く動き、

時間をかけて理解を得るべきである。 

3 点目、これまで保育を支えてきている民間事業者に対し、記者会見前に方針を

伝えた後、ここまで意見交換を行なっていない。本件は、民間の事業に大きな影響

が生じる方針転換であるにもかかわらず誠実な対応に欠けていると言わざるを得

ない。 

保育施設は、一般的に賑やかな場所である。また送迎により交通量の増加も予想

され、周囲の理解なしに円滑な運営はできない。決断するのはトップの役目だが、

独断専行に写ってしまえば人の心はついてこず、施政方針にある「力を一つにし、

心を一つに『世界で一番住みたいと思えるまち』を築く」に至りません。このまま

進めることは将来に禍根を残すことになると判断した。との理由により、令和 5 年

度安芸高田市一般会計予算から、認定こども園基本構想作成業務委託料 613 万 8 千

円を減額し、歳入歳出の総額を、200 億 3,900 万円から 200 億 3,286 万 2 千円に改

めるものであった。 

慎重に審査した結果、議案第 35 号については「修正案」ならびに「修正案以外

の原案」は、可決すべきものと決し、その他の特別会計および下水道事業会計、議

案第 36 号から第 50 号までの 15 議案については、すべて原案のとおり可決すべき

ものと決した。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



議案第 35 号  令和 5 年度安芸高田市一般会計予算に対する修正案について 
 
 上記の修正案を地方自治法第 115 条の 3 及び安芸高田市議会会議規則第９９条の規程に
より、別紙のとおり提出いたします。 
 
令和 5 年 3 月 14 日 
 
 予算決算常任委員会委員⻑ 石 飛 慶 久 様 
 
 
          提出者 安芸高田市議会議員   南 澤  克 彦

田 邊  介 三 
 

  



 



（別 紙） 
議案第 35 号  令和 5 年度安芸高田市一般会計予算に対する修正案 
 
第１条中 「20,039,000 千円」を「20,032,862 千円」に改める。 
第１表 歳入歳出予算の一部を次のとおり改める。 
 
第１表 歳入歳出予算 
 ※抹消したのは原案、その上に記載したのが修正案である。 
 

歳 入                             （単位：千円） 
款 項 金額 
19 繰入金  1,575,067 

1,581,205 
3 基金繰入金 1,055,061 

1,061,199 
歳 入 合 計 20,032,862 

20,039,000 
 

歳 出                             （単位：千円） 
款 項 金額 
２ 総務費  3,775,231 

3,781,369 
1 総務管理費 3,483,200 

3,489,338 
歳 出 合 計 20,032,862 

20,039,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



歳入歳出予算事項別明細書 
 ※抹消したのは原案、その上に記載したのが修正案である。 
 
1．総括 
（歳 入）        （単位：千円） 

款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 
19 繰入金 1,575,067 

1,581,205 
 

979,200 
595,867 
602,005 

歳入合計  20,032,862 
20,039,000 

 
19,808,862 

224,000 
230,138 

 
（歳 出）        （単位：千円） 

 
款 
 

 
本年度予算額 

 
前年度予算額 

 
比 較 

２ 総務費 3,775,231 
3,781,369 

 
3,044,100 

731,131 
737,269 

歳出合計  20,032,862 
20,039,000 

19,808,862 224,000 
230,138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本年度予算額の財源内訳 
特定財源 一般財源 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 
 

32,391 
 

73,177 
 

181,300 
 

593,050 
2,895,313 
2,901,451 

 
1,723,306 

 
1,663,262 

 
1,132,700 

 
1,825,604 

13,687,990 
13,694,128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2．歳入 
 19 款 繰入金 
  3 項 基金繰入金                        （単位：千円） 

 
目 

 
本年度 

 
前年度 

 
比較 

１ 財政調整基金繰入金 191,862 
198,000 

 
237,862 

△46,000 
△39,862 

 
3．歳出 
 ２款 総務費 
  １項 総務管理費         （単位：千円） 

 
目 

 
本年度 

 
前年度 

 
比較 

本年度予算額の財源内訳 
特定財源  

一般財源 国県支出金 地方債 その他 
7 企画費 249,199 

255,337 
 

281,144 
△31,945 
△25,807 

 
10,735 

 
0 

 
34,071 

204,393 
210,531 

 



 
 

（単位：千円） 
節 説明 

区分 金額 
 
１ 財政調整基金繰入金 

191,862 
198,000 

 
財政調整基金繰入金 

 
 
 

（単位：千円） 
節 説明 

区分 金額 
12 委託料 188,085 

194,223 
                                    249,199 
企画調整等に要する経費             255,337 
                                          1,743 
 企画調整事業費                            7,881 
                                                270 
    12 委託料                                 6,408 
                                                      0 
       認定こども園基本構想作成業務委託料      6,138 

 


